
予防



実行していますか！火の元チェック

３つの習慣

　１　寝たばこは、絶対やめる。

　２　ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使用する。

　３　ガスこんろなどのそばを離れるときは、必ず火を消す。

４つの対策

　１　逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置し適切に維持管理する。

　２　寝具、衣類及びカーテンからの火災を防ぐために、防炎品を使用する。

　３　火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器等を設置する。

　４　お年寄りや身体の不自由な人を守るために、隣近所の協力体制をつくる。

　

住宅防火　いのちを守る　７つのポイント

３つの確かめ、５つの心得

３つの確かめ

１　消火器具の置き場所はどこか。

２　火事をどのように知らせるか。

３　一番近い非常口や避難階段はどこか。　　　　　

５つの心得

１　老人、子供、病人は出入口付近に寝かせる。

２　体の不自由な人や子供だけを残して外出しない。

３　万一のため消火器具を準備する。

４　煙を吸わないようにハンカチ等を口に、姿勢は低く。

５　いったん避難したら絶対に戻らない。　　　　　
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広報・訓練・指導

１　火災予防運動

　文化財防火デー　　･･･････････････････　　１月　26日

　春の火災予防運動　　･････････････････　　３月　１日 ～ ３月　７日

　危険物安全週間　　･･･････････････････　　６月  ４日 ～ ６月  10日

　秋の火災予防運動　　･････････････････　　11月　９日 ～ 11月　15日

3) 製品火災の発生防止に向けた取組み
 の推進

6) 多数の者が集合する催しに対する火
 災予防指導等の徹底

4) 多数の者が集合する催しに対する火
 災予防指導等の徹底

　防火思想の普及啓発を図るため、春と秋の火災予防運動を実施するとともに、貴重な文化財を

火災から守るための文化財防火デー、危険物の安全管理を図るための危険物安全週間の実施な

ど、会社、工場などに防火と人命の安全確保について呼びかけ、市民との協働による実効的な防

災態勢の構築に努めています。

令和５年度

春の火災予防運動 秋の火災予防運動

最重点項目 重点目標

1) 住宅防火対策の推進
   （住宅用火災警報器設置促進・適切な
   維持管理の推進）

1) 住宅防火対策の推進
   （住宅用火災警報器設置促進・適切な
   維持管理の推進）

2) 林野火災予防対策の推進
2) 乾燥時及び強風時の火災発生防止対
 策の推進

1) 特定防火対象物等における防火安全
 対策の徹底

4) 特定防火対象物等における防火安全
 対策の徹底

5) 製品火災の発生防止に向けた取組の
 推進

2) 放火火災防止対策の推進

5) 乾燥時及び強風時の火災発生防止対
 策の推進

6) 地震火災対策の推進

重点項目 3) 放火火災防止対策の推進
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２　広報活動

３　指導状況

４　広　　報

25 2163

項　　　　目 実　　施　　状　　況 備　　考

防火ポスターの展示 市内小中学校児童生徒の応募作品中入賞作品 応募作品　160点

広 報 車 に よ る 広 報 春秋の火災予防運動期間内における火災予防広報

広報誌等による広報
防火イベントは「広報かけがわ」掲載
火災予防の啓発活動については「SNS及び掛川市公
式ホームページ」掲載「あぐり」掲載

花 火 教 室

回 数

25 2163

消 火 ・ 避 難 訓 練 59 7787 36 3196 23

人 員 回 数 人 員

防火講座・施設見学 30 1400 2 95 28 1305

人 員 回 数

8059計 114 11350 38 3291

（令和５年度）

（令和５年度）

　火災発生原因の大部分は、火気を取り扱う時のちょっとした不注意によるものです。市民一人

ひとりが火災予防を心がけることによって、火災のほとんどを防ぐことができます。

　本市においては、春と秋の火災予防運動実施期間を中心に防火講座、消火・避難訓練、街頭広

報等を実施し、防火知識の普及と防火意識の高揚を図り、広報紙「広報かけがわ」でも火災予防

を積極的に呼び掛けています。

　火災が発生した場合、火災初期の段階での対応がその後の被害の大きさを決定付けることは、

過去の事例を見ても明らかで、火災という異常事態の中で迅速かつ的確な行動をとることができ

るようにするためには、火災時の一連の活動を繰り返して行い、体に覚えさせておくことが大切

です。

　学校や事業所に対しては訓練用水消火器を使った初期消火訓練、スモークマシンによる煙避難

体験など訓練指導を行っています。

　幼稚園と保育園では幼年消防クラブを結成しています。幼年消防クラブは、幼年期において、

正しい火の取り扱い方を習得することや、消防の仕事を理解させることにより火遊び等による火

災の抑止を図り、集団活動、社会活動により人間形成を行うことを目的として平成２年３月から

６園により発足し、令和６年４月１日現在17園で結成されており花火教室などで火災予防の勉強

を行っています。

項　　　目
総　　　数 対　象　物　等

学　　　 校
幼 稚 園 等

76

4591
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５　各種届出の状況

上記に該当しないもの

蓄電池設備設置届 10

変電設備設置届 27

催物開催届・露店等の開設届出書

7

1,633

計 4,801

そ
の
他

建築確認 148

液化石油ガス設備工事届・圧縮アセチレン、液化石油ガス貯蔵取扱届 76

改善計画報告書の届 307

道路工事届出書 261

525

煙火の打ち上げ、仕掛けの届

消防用
設　備
関　係

135

11

防火対象物使用開始届 48

ボイラー設置届 5

発電設備設置届 5

条
例
関
係

少量危険物貯蔵取扱届 54

指定可燃物貯蔵取扱届 7

炉、かまど、乾燥設備、厨房設備、給湯湯沸設備設置届 10

火災とまぎらわしい煙又は火炎を発する恐れのある行為の届出

防火対象物点検結果報告書 74

工事整備対象設備等着工届 92

消防用設備等設置届 292

消防用設備等点検結果報告書

4

（令和５年度）

消防訓練実施計画書 549

消防訓練実施結果報告書 92

種　別 内　　　　　　　　容 件　数

防
火
管
理
関
係

防火管理者選任（解任）届 201

消防計画作成（変更）届 228

自衛消防組織設置（変更）届
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防火管理

１　防火管理者制度

２　防火管理者を必要とする対象物数

３　防火管理者講習実施状況

20

遊技場・ダンスホール

156

各項に該当しない事業場 268

車両の停車場
神社・寺院・教会 60

工場・作業場 251

小・中・高等学校・大学・各種学校

5 2 113 1 14

令和３年 3 88 1

飲食店等

旅館・ホテル・宿泊所 36

寄宿舎・共同住宅 114

４ 4 118

計 1,676

年　度
新 規 講 習 （甲 種） 再 講 習 （甲 種）

実施回数 修了人数 実施回数 修了人数

特定防火対象物の存する複合用途対象物 155

その他の複合用途対象物 14
文化財等 6

自動車車庫又は駐車場 13
倉庫

111

キャバレー・ナイトクラブ 3

80
図書館・美術館 14
蒸気・熱気浴場・公衆浴場等 3

病院・診療所 26
老人・児童福祉施設 114

幼稚園・養護学校 11

百貨店・マーケット等 187

・その他防火管理上必要な業務

防 火 対 象 物 の 区 分 対 象 物 数 （棟）

劇場・映画館・観覧場 5
公会堂・集会場 36

カラオケボックス・その他 4
待合・料理店

9
性風俗関連特殊営業店舗等

防火管理者
の業務

・消防計画の作成
・消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施

・消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備

・火気の使用又は取り扱いに関する監督

・避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理
・収容人員の管理

- 26 -



立入検査

１　防火対象物数及び査察実施状況

計 5,627 781 

 19 市長村長が指定する山林

 20 自治省令で定める舟車　

 17 文化財等　　　　　 8 

 18 アーケード　　　　　　

その他の複合用途対象物　　 83 2 

 16の2 地下街　　　　　　　　

 15 前各項に該当しない事業場 559 76 

 16
イ 特定防火対象物の存する複合用途対象物 251 6 

ロ

 14 倉庫　　　　　　　　　 714 86 

映画・テレビ・スタジオ　

 13
イ 自動車車庫又は駐車場　 44 2 

ロ 飛行機又は回転翼航空機の格納庫

 11 神社・寺院・教会　　　 86 14 

 12
イ 工場・作業場　　　　　 1,286 108 

ロ

一般の公衆浴場　 4 1 

 10 車両の停車場　　　　　 3 

  8 図書館・美術館　　　　 15 

  9
イ 蒸気・熱気浴場　　　　

ロ

ニ 幼稚園・養護学校 11 

  7 小・中・高等学校・大学・各種学校　　　 83 23 

42 15 

ハ 老人通所施設・保育園等　　　 139 19 

寄宿舎・共同住宅　　　 1,351 238 

  6

イ 病院・診療所　　　　　 92 8 

ロ 養護老人ホーム・共同生活介護施設等　　

  4 百貨店・マーケット等　 273 48 

  5
イ 旅館・ホテル・宿泊所　 41 7 

ロ

  3
イ 待合・料理店　　　　　

ロ 飲食店等　　　　　　　 365 37 

性風俗関連特殊営業店舗等

ニ カラオケボックス・その他 4 2 

  2

イ キャバレー・ナイトクラブ 3 

ロ 遊技場・ダンスホール　 10 

ハ

  1
イ 劇場・映画館・観覧場　　　　　 5 

ロ 公会堂・集会場　　　　 155 89 

項 防 火 対 象 物 の 区 分 対象物数 査察実施数
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２　防火対象物違反処理件数

３　定期点検報告制度における対象物状況

（令和５年度）

（令和６年４月１日現在）

収容人員300人以上 87 42 5

計 98 44 5

区　　　分 対象物数 報告数 特例認定

特定一階段 11 2

小　　計 25 25 

危険物取扱所 11 11 

少量移動タンク

危険物製造所

危険物貯蔵所 14 14 

特定防火対象物の存する複合用途対象物 3 3 

小　　計 464 463 

倉  庫 52 52 

前各項に該当しない事業場 46 46 

工場・作業場 65 65 

自動車車庫又は駐車場 1 1 

図書館・博物館・美術館

一般の公衆浴場 1 1 

老人・児童福祉施設 8 8 

小学校・中学校・高等学校 14 14 

寄宿舎・共同住宅 146 146 

病院・診療所 5 5 

百貨店・マーケット等 37 37 

旅館・ホテル・宿泊所 5 5 

公会堂・集会場 57 57 

飲食店等 24 23 

区　　    　　分 指摘件数 改善件数

合　　計 489 488 
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消防用設備

消防用設備等完成検査実施状況（義務設置分）

2 32計 193 37 6 4 1 2

1

1

61

1 38 77 3 17

415 7 1

14 25 7 1 1

17 2 1

1

10
16

イ 30 6 2

1 1

ロ

1 4

1 11

11 2

4

13
イ 6 2

ロ

67 28
12

イ 51 6 1

11

3

ロ

10

ロ
 9

イ

1 8 1

1 7 1

1

ニ

1

ロ 5 1 1

11

1 1
 6

イ 3 1

1 15
 5

1ハ 2

ロ 12 4

2 1 1イ 4

1

69 6 4 30 6 1 2

2 2ロ 6 2
 3

イ

ニ

ハ

ロ 1

1

1
 2

イ

1 2
 1

イ

ロ 6 2

漏
電
火
災
警
報
器

火
災
報
知
設
備

非
常
警
報
設
備

避
難
器
具

誘
導
灯
及
び
誘
導
標
式

消
防
用
水

不
活
性
ガ
ス
消
火
設
備

ハ
ロ
ゲ
ン
化
物
消
火
設
備

粉
末
消
火
設
備

屋
外
消
火
栓
設
備

動
力
消
防
ポ
ン
プ
設
備

自
動
火
災
報
知
設
備項

　
 
別

消
防
用
設
備

計

消
火
器
具

屋
内
消
火
栓
設
備

ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備

泡
消
火
設
備

連
結
送
水
管

非
常
コ
ン
セ
ン
ト
設
備

パ
ッ
ケ
ー

ジ
型
消
火
設
備

（令和５年度）
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３階以上建築物

9 5 3 2 1 2

   

計 846 585 152 64 13 8

      17 重要文化財等    

      

 

16の2 地下街       

 1     
16

  

ロ その他の複合対象物 40 27 7 4  1

1 4    1

  

イ 特防の複合用途対象物 97 68 15 5 3

1  2    

   

15 前各項に該当しない事業場 87 70 7 4 3

      14 倉庫 20 18 1 1

      

 

ロ 飛行機又は回転翼航空機の格納庫       

      

 

13
イ 自動車車庫又は駐車場 3  3    

      

  

ロ 映画・テレビ・スタジオ      

     

  

12
イ 工場・作業場 51 39 7 3 2

      

   

11 寺院・神社・教会     

      10 車両の停車場 1 1   

      

 

ロ イ以外の公衆浴場       

      

 

 9
イ 蒸気・熱気浴場      

      

  

 8 図書館・美術館 2 1 1    

       7 小・中・高等学校 42 31 11  

ニ 幼稚園・特別支援学校

 6
      

 

ハ 老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ・幼保園 2 2      

      

  

ロ 老人・障害児入所施設 13 11 2    

1     イ 病院・診療所 14 7 2 3 1

1 3 1 2 1  

2

ロ 寄宿舎・共同住宅 432 288 91 40 3

1 4 1 1 1 1

   

 5
イ 旅館・ホテル・宿泊所 21 3 3 4

       4 百貨店・マーケット等 11 10 1  

2

      

 

ロ 飲食店等 8 7 1    

      

 

 3
イ 待合・料理店      

      

  

ニ カラオケボックス等      

      性風俗関連特殊営業店舗     

      

    

ロ 遊技場・ダンスホール    

      

 2

イ キャバレー・ナイトクラブ   

      

      

ロ 公会堂・集会場 2 2

      

   

ハ

10階11階12階13階15階

 1
イ 劇場・映画館  

  本市には現在、３階以上の防火対象物（建物）が846棟あります。消防本部では、こうした建

築物に対し、消防用設備等の設置と維持管理、防火管理体制の充実強化を図るよう指導していま

す。

 さらに消防計画の実効的な樹立と、これに基づく教育、訓練の励行を期するなど防火管理体制

及び人命安全体制の強化推進に努めています。

防火対象物区分 計 3階 4階 5階 6階 7階 8階 9階

    

2

（令和６年４月１日現在）
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15ｍ以上の建築物

計 200

16の2 地下街

17 重要文化財等 1

16
イ 特防の複合用途対象物 23

ロ その他の複合対象物 9

14 倉庫 21

15 前各項に該当しない事業場 29

ロ 飛行機又は回転翼航空機の格納庫 

ロ 映画・テレビ・スタジオ

13
イ 自動車車庫又は駐車場 3

3

12
イ 工場・作業場 44

10 車両の停車場 1

11 寺院・神社・教会

ロ 老人・障害児入所施設 3

 9
イ 蒸気・熱気浴場

ロ イ以外の公衆浴場

 7 小・中・高等学校 10

 8 図書館・美術館 2

ロ 寄宿舎・共同住宅 25
 5

イ 旅館・ホテル・宿泊所 14

 6

イ 病院・診療所 6

 4 百貨店・マーケット等 1

ハ 老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ・幼保園

ニ 幼稚園・特別支援学校

 3
イ 待合・料理店

ロ 飲食店等 1

ハ 性風俗関連特殊営業店舗

ニ カラオケボックス等

ロ 遊技場・ダンスホール

ロ 公会堂・集会場 2
 1

イ 劇場・映画館 2

 2

イ キャバレー・ナイトクラブ

　本市には現在、15ｍ以上の防火対象物（建物）が200棟あります。消防本部では、こうした建築

物に対し、消防用設備等の設置と維持管理、防火管理体制の充実強化を図るよう指導しています。

　さらに消防計画の実効的な樹立と、これに基づく教育、訓練の励行を期するなど防火管理体制及

び人命安全体制の強化推進に努めています。

防火対象物区分 計

（令和６年４月１日現在）
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建築物の防火指導

１　建築同意の状況

２　工事別同意件数

３　用途別同意件数

7 1314 13 14 15 16 9計 148 14 8 16 9

3 6 1 2 3

3

そ の 他 29 4 3 1 1 2 3

1 1併用住宅 7 1 1

4 1 1 1

4 9

専用住宅 22 5 1 3 2 3 1

9 9 10 5 13 6法17条関係 90 5 3 11 6

12
月

１
月

２
月

３
月

工事

６
月

７
月

８
月

９
月

10
月

11
月

15 16 9 7 13

月

計
４
月

５
月

計 148 14 8 16 9 14 13 14

1 1そ の 他 2

用途変更

模 様 替

修　　繕

改　　築

4

移　　転

2 2 4

5 6 9

増　　築 15 1 1 1

8 13 11 14 15 13

１
月

２
月

３
月

種

新　　築 131 13 8 16

７
月

８
月

９
月

10
月

11
月

12
月

148 148 90

月

計
４
月

５
月

６
月

計 同意件数 不同意件数 通知処理件数（17条関係）

（令和５年度）

（令和５年度）

（令和５年度）
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危険物の規制・指導

１　危険物製造所等の数量別及び類別設置状況（完成検査済証交付施設）

（令和６年４月１日現在）

11混　　　在 42 20 11

類
　
　
別

第　６　類 1 1

30 23 64 109

第　５　類 12 11 1

第　４　類 683 21 140 197 27 69 3

第　３　類 2 2

第　２　類 4 4

2 3 3

第　１　類 2 2

1000倍以上

3 20 3

50 ～ 100倍以下 67 12 13 14 7 6

19

5 1

200 ～ 1000倍以下 31 2 3

150 ～ 200倍以下 21 1 9 3 2

4 13 19 2210 ～ 50倍以下 224 9 30 97 11

30 23 64 120

倍
数
別

5倍以下 204 2 57

3 12

100 ～ 150倍以下 29 4 12 5

46 42

一
般
取
扱
所

第
一
種
販
売
取
扱
所

施　　設　　数 746 41 170 199 27 69 3

1 5 7 37

7 45

5 ～ 10倍以下 170 11 9 12

38 7 24 3 16 5

屋
内
貯
蔵
所

屋
外
タ
ン
ク
貯
蔵
所

屋
内
タ
ン
ク
貯
蔵
所

地
下
タ
ン
ク
貯
蔵
所

簡
易
タ
ン
ク
貯
蔵
所

移
動
タ
ン
ク
貯
蔵
所

屋
外
貯
蔵
所

給
油
取
扱
所

　危険物災害を未然に防止するため、消防法、危険物の規制に関する政省令の定めるところによ

り、危険物施設等に対する規制の強化、行政指導の徹底を図っています。危険物取扱者や従業員等

に対して保安教育を実施し、危険物の安全管理及び危険物輸送時の安全確保の推進に努めていま

す。

　　　　　　製造所等の別

 区　　分

計

製
　
　
造
　
　
所

貯蔵所 取扱所
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２　危険物製造所等立ち入り検査実施状況

（令和５年度）

３　危険物製造所等事務処理実施状況

（令和５年度）

2

9 2 38 73

3 27

資 料 提 出 等 181 42 12 4 1

71 23 1 12 3

13 1 1

仮 使 用 承 認 申 請 64 21 1 9 3

2 2 3 4 1廃 止 及 び 転 出 施 設 16 2

完　成

設　　置 19 1 2

1

変　　更 76 25 1 11 4

1 1 1

4 28

1

変　　更

許　可

設　　置 22 1 4 13

屋
内
貯
蔵
所

屋
外
タ
ン
ク
貯
蔵
所

屋
内
タ
ン
ク
貯
蔵
所

地
下
タ
ン
ク
貯
蔵
所

簡
易
タ
ン
ク
貯
蔵
所

移
動
タ
ン
ク
貯
蔵
所

4 31

　　　　　　製造所等の別

 区　　分

計

製
　
　
造
　
　
所

貯蔵所 取扱所

19 1 29 10 20 46

23 64 120

立 入 検 査 実 施 数 220 8 34 50 3

屋
外
貯
蔵
所

給
油
取
扱
所

一
般
取
扱
所

第
一
種
販
売
取
扱
所

施 設 数 746 41 170 199 27 69 3 30

屋
内
貯
蔵
所

屋
外
タ
ン
ク
貯
蔵
所

屋
内
タ
ン
ク
貯
蔵
所

地
下
タ
ン
ク
貯
蔵
所

簡
易
タ
ン
ク
貯
蔵
所

移
動
タ
ン
ク
貯
蔵
所

屋
外
貯
蔵
所

給
油
取
扱
所

一
般
取
扱
所

　　　　　　製造所等の別

 区　　分

計

製
　
　
造
　
　
所

貯蔵所 取扱所

第
一
種
販
売
取
扱
所
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